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合志市立合志楓の森小学校ＰＴＡ 



＜合志楓の森小ＰＴＡについて＞ 

ＰＴＡは子どもたちを応援する団体であり、その趣旨に賛同していただける保護者と教職員の集まりです。 

開校当初からの登校指導、見守り活動はその一環で、多くの皆様のご協力により成り立つものであり、今後も保護

者、地域の方、教職員で力を合わせて子どもたちをサポートするため、本校ＰＴＡは設立されました。 

活動については検討を重ねながら、今できることを皆様と力を合わせて取り組んでいきたいと考えております。 

 

このような趣旨をご理解いただき、すべての保護者の皆様にＰＴＡ加入にご協力をお願いいたします。 

（加入については任意ではありますが、ご賛同いただけない場合は下記までご連絡ください。） 

 

 

 

 

お問い合わせ先 

合志楓の森小学校教頭：岩木 

電話：096-245-6638 （合志楓の森小学校） 



月
8 前期始業式 合志楓の森小PTA総会 地区委員 選考委員 プロジェクトチーム

9 入学式 合志楓の森小PTA役員会 委員総会　　 Ｒ6年2月引継ぎ

15 家庭訪問（～27日迄） 合志市PTA総会 引継ぎ 委員長・副委員長決め ・委員長・副決め

19 授業参観・懇談会 前期前半当番表作成・配信 ・グループLINE作成

26 歓迎遠足 　　　上記を3月に実施 ・内容説明・資料引継ぎ

23 振替休業日 合志楓の森小PTA運営委員会 第1回運営委員会

25 運動会 人権教育推進協議会総会 交通安全対策必要箇所確認・調査表作成

菊池郡市PTA総会

愛校作業（外部委託）

運動会協力

県PTA総会 交通安全対策必要箇所調査表提出 楓の森フェスタチーム発足

6 第1回給食協議会

市PTA第1回役員会

人権教育推進協議会役員会

5 授業参観・懇談会 中学校区運営協議会 フェスタチーム会議①

7 20 前期前半終了 在校児名簿児童名簿整備

第一回地区委員会

28 前期後半開始 前期後半・後期前半登校指導当番表配信

8

19・20 5年集団宿泊 市PTA第2回役員会 第2回運営委員会 第2回運営委員会 フェスタチーム会議②③

9 合志市PTA交流会 ※委員長のみ参加

合志楓の森小PTA運営委員会

11 前期終業式 九州PTA大会 ・担当地区における登校時点検 フェスタチーム会議④

10 12～16 秋休み 学校づくり推進フォーラム

17 後期始業式

25・26 6年修学旅行 県PTA研究大会 阿蘇大会 第二回地区委員会 第1回選考委員会 フェスタチーム会議⑤⑥

11 人権講演会 ・今後の流れ 楓の森フェスタ開催

青少年育成特別講演会 ・PTA役員選考の日程決め

楓の森フェスタ PTA役員選考の案内文配布(29日)

10 授業参観・懇談会 市PTA第３回役員会 後期後半見守り当番表配信 想い出Pチーム発足

15 教育相談（～21迄） 次年度PTA選出

12 24 後期前半終了 第2回選考委員会

冬休み～１/8迄 ・選考委員選考の日程決め

1 8 後期後半開始 市教育委員会との懇談会 地区委員選考の案内文配布 選考委員選考の案内文・配布 想い出Pチーム準備①

新委員抽選 選考の案内文集計

新委員抽選

21 授業参観・懇談会 第２回給食協議会 新旧委員引き継ぎ 引き継ぎ 想い出Pチーム準備②

2 28 お別れ遠足 合志楓の森小PTA役員会 レクレーション開催

市P 第4回役員会

県Pリーダー研修

中学校区運営協議会

21 卒業式 合志楓の森小PTA役員会

3 24 修了式・退任式

（会計監査4月）

5

令和6年度　PTA年間活動報告

学校関連行事 PTA関連行事 常置委員会・特別委員会活動

4

第1号議案





 

 

 

令和７年度 PTA 執行部（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

役 職 氏  名 地 区 

会 長 川村 里伊 黒石原 

副 会 長 
佐藤 由布子 黒石原 

中島 由貴 黒石原 

書 記 
串間 学 黒石原 

徳永 咲子 黒石原 

会 計 
山本 洋介 黒石原 

村上 紗也香 陽光台 

会計監査 
村上 友起子 黒石原 

日渡 和美 黒石原 
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月
8 前期始業式 PTA総会 地区委員 選考委員 プロジェクトチーム

9 入学式 合志楓の森小PTA運営委員会 R7.2月委員総会　　 R7.2月委員総会/引継ぎ 楓の森フェスタメンバー募集

15 家庭訪問（～28日迄） （3月）当番表作成・配布 第1回運営委員会

18 授業参観・懇談会 登校指導当番表作成

25 新入生歓迎会 第1回運営委員会

22 振替休業日 合志楓の森小PTA役員会 交通安全対策必要箇所確認・調査表作成 フェスタチーム発足

24 運動会 運動会協力

市P連絡協議会総会

郡市PTA連絡協議会総会

県P定期大会 交通安全対策必要箇所調査表提出 フェスタチーム会議

6 市P役連絡協議会

4 授業参観・懇談会 合志楓の森小PTA役員会 在校児童名簿整備 フェスタチーム会議

7 18 前期前半終了 中学校区運営協議会 第1回地区委員会

給食協議会

28 前期後半開始 前期後半・後期前半当番表配信

8

合志楓の森小PTA役員会 第2回運営委員会 第2回運営委員会 フェスタチーム会議

9 市P連絡協議会

10 前期終業式 合志楓の森小PTA運営委員会 担当地区における登校時点検 フェスタチーム会議

10 11 秋休み(～15日迄) 九P大会　福岡大会

16 後期始業式

23・24 5年集団宿泊

4・5 6年修学旅行 県P大会　天草大会 第2回地区委員会 第1回選考委員会 楓の森フェスタ開催

11 楓の森フェスタ 選出文書作成・配付

合志楓の森小PTA役員会

19 授業参観・懇談会 金陽会展示協力 後期後半当番表配信 次期役員・会計監査選出想い出Pチーム発足

12 24 後期前半終了 市P連絡協議会 第2回選考委員会

25 冬休み～１/7迄 門松作り

1 8 後期後半開始 合志楓の森小PTA役員会 地区委員選考の案内文配布 選考委員選考の案内分配布 想い出Pチーム準備

集計

新委員抽選

13 授業参観・懇談会 執行部役員引継ぎ 次年度委員総会 新旧委員引き継ぎ 想い出Pチーム準備

2 27 お別れ遠足 県Pリーダー研修 （新旧委員引き継ぎ） レクレーション開催

市P連絡協議会

21 卒業式 合志楓の森小PTA役員会 R7年度前期前半当番表作成・配布

3 24 修了式 会計監査

令和７年度　PTA活動計画（案）

学校行事、PTA行事とも予定です。

日程は変更される場合がありますので、ご承知おき願います。

常置委員会・特別委員会活動予定学校関連行事 PTA関連行事

4

5

第4号議案



令和７年度　予算（案）



合志市立合志楓の森小学校PTA規約改正（案） 

 

１． 役員改選第３条を変更する。 

 

合志市立合志楓の森小PTA規約新旧対照表 
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合志市立合志楓の森小学校ＰＴＡ規約 

 

■ 第1章  名称および所在地 

第１条 本会は合志市立合志楓の森小学校ＰＴＡと称し、所在地を合志市栄３７９３番地５合志楓の森小学

校内とする。 

 

■ 第2章  目  的 

第２条 本会は、保護者と教職員が協力して、学校、家庭、社会における児童の健全な成長と福祉増進を図

り、併せて会員相互の教養を高め、教育の振興を図ることを目的とする。 

 

■ 第３章  方  針 

第３条 本会は、前述の目的を達成するため、次の方針に基づく。 

１． 合志楓の森小学校の教育方針を理解し、学校教育に協力する。 

２． 自主独立のものであって、他のいかなる団体の支配、干渉、統制も受けない。 

３． 児童及び青少年の福祉のために活動する他の社会的諸団体及び機関と協力する。 

４． 合志楓の森小学校の管理・運営や人事に干渉しない。 

 

■ 第４章  活  動 

第４条 本会は、前述の目的を達成するため、次の活動を行なう。 

１． 教育を理解し、教育尊重の世論を喚起すること。 

２． 保護者、教職員共に教養を高めるための研修に関すること。 

３． 教育施設の改善・整備の促進に関すること。 

４． 会の運営や活動についての広報に関すること。 

５． その他、必要と認めた事項。 

 

■ 第５章  会  員 

第５条 本会は、合志楓の森小学校に在籍する児童の保護者及び教職員をもって、会員とする。 

 

第６条 本会の会員は、次の権利と義務を有する。 

（権 利）１. 動議を出し議決すること。 

     ２. 会務及び事業報告を受けること。 

（義 務）１. 本会の目的達成のために努力する。 

     ２. 所定の会議に出席する。 

     ３. 会費を納める。 

 

■ 第６章  役  員 

第７条 本会にＰＴＡ執行部をおく。 

ＰＴＡ執行部は、会員相互の支え合いによる活動が潤滑に行われるよう努める。必要に応じてＰＴ

Ａ執行部会議を開き、本会の運営方針、議案、企画及び予算案等の会務について話し合う。 
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第８条 ＰＴＡ執行部の役員は、次のとおりとする。 

会 長  １名（保護者） 

副会長  ２名（保護者） 

書 記  ２名（保護者） 

会 計  ３名（保護者2名、教職員1名） 

１． 会長を除く役員の人数は諸事情に応じて、増減することができる。 

２． 役員は、会計監査を兼ねることはできない。 

 

第９条 役員の任務は次のとおりとする。 

(１) 会長は、本会を代表し、会務を統括するとともに、総会、運営委員会、ＰＴＡ執行部会議を招

集する。 

(２) 副会長は、会長を補佐し、会長が不在時は会長の職務を代理し、会長が欠けたときはその職務

を行う。この場合において、副会長が2名以上ある時は、あらかじめ会長が決めた順序でその

職務を代理し、又行う。 

(３) 書記は、総会に提出する議案や報告書を作成し、諸会議の議事ならびに本会の活動に関する事

項を記録保管する。 

(４) 会計は、本会のすべての金銭の収支を正確に記録し、運営委員会で収支報告するとともに、総

会において会計監査を経た前年度決算報告および今年度予算案を提示する。 

(５) 役員は、すべての会合に出席して意見を述べることができる。 

 

第１０条 本会に会計監査を２名おく。 

会計監査は、本会の収支について監査を行い、総会で監査報告をする。 

 

  第１１条 役員の任期は次のとおりとする。 

(１) 役員の任期は、４月１日から翌年３月３１日までの１年とし再任を妨げない。総会までの間

は、書面承認とする。 

(２) 役員が決定するまでは、前役員または他役員の兼任とする。 

   

  第１２条 役員の選出を次のとおり定める。 

(１) 役員は、選考委員会の選出に基づき、会員に承認を得て選出する。 

(２) 役員の選出は、事前に被指名者の同意を必要とする。 

(３) 選考委員の規則は別に定める。 

   

  第１３条 本会には、顧問をおくことができる。 

(１) 顧問は、前会長及び校長とし、その他に会長が委嘱したものをあてることができる。 

(２) 顧問は、本会運営に関する基本的事項についての会長の諮問に応じて意見を述べることができ

る。 

(３) 顧問は、会長の要請により役員会に出席し意見を述べることができるが議決権は持たない。 

(４) 顧問の任期は、４月１日から翌年３月３１日までの１年間とし、再任を妨げない。 
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■ 第7章  機  関 

第１４条 本会に次の機関をおく。 

(１) 総会 

(２) 役員会 

(３) 運営委員会 

(４) 常置委員会 

(５) 特別委員会 

 

  第１節 総 会 

  第１５条 総会は、本会の最高議決機関で、定期総会および臨時総会とし、定期総会は年度初めに開き、次の事

項を決定する。 

(１) 前年度活動報告及び今年度活動計画の承認。 

(２) 前年度決算及び今年度予算案の承認。 

(３) 役員改選の承認。 

(４) 規約の制定・改廃。 

(５) その他必要と認める事項。 

   

  第１６条 総会は、会員数の3分の2以上の出席で成立し（委任状による出席者を含む）、議決は出席者の過半

数による。議決権は、保護者１世帯および教職員１名につき１票とする。 

 

  第１７条 災害時や緊急時などにおいて、総会の招集が困難と会長が判断した時、合理的かつ民主的な議決権の

行使を行えるように、書面による総会を開くことができる。 

 

  第１８条 運営委員会が必要と認めた場合、または、世帯数の5分の1以上の要求があった場合は、会長が臨時

総会を招集する。 

 

  第２節 役員会 

  第１９条 役員会は本会の役員を持って構成し、次の事を行う。 

(１) 行事計画を立案し、収支予算案を総会に提出する。 

(２) 総会議案の審議、並びに総会の運営、決議事項の執行。 

 

  第３節 委員会 

  第２０条 運営委員会は、ＰＴＡ執行部、常置委員会委員長、校長、教頭、主幹教諭、顧問をもって構成し、次

のことを審議し、決定する。 

(１) 本会の運営に関する基本方針 

(２) 本会の運営に関する事業計画案 

(３) 総会に付議する事項（予算・決算案等） 

(４) 規定の制定及び改廃 

(５) 会則、規定等に定められた承認事項 
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(６) その他役員会で必要と認めた事項 

 

  第２１条 運営委員会は、定期的に開くとともに、必要に応じて臨時に開くことができる。 

 

  第２２条 本会の目的を達成するために、次のとおり委員会を設ける。 

(１) 常置委員会として、地区委員会を常置する。 

(２) 上記常置委員会の改廃は、運営委員会で決定し直近の総会で承認を得る。 

(３) 特別委員会として、選考委員会、プロジェクトチームを設ける。また必要に応じ臨時的に特別

委員会を設ける。 

 

■ 第8章  会  計 

第２３条 本会の経費は、会費及びその他の収入をもって支弁する。 

 

第２４条 本会の会費は、１世帯あたり月額２５０円、教職員も１人あたり月額２５０円とし、４月～３月の 

１２か月を徴収する。年度内に転入する児童・教職員に関しては減免を認め、転出する児童・教職員

に関しては残月額分を返金することとする。 

 

第２５条 本会の経理は、総会において議決された予算に基づいて行われる。 

 

第２６条 本会の決算は、会計監査を経て、総会の承認を得なければならない。 

 

第２７条 本会の会計年度は、毎年４月１日から、翌年３月３１日までとする。 

 

■ 第9章  規則改正 

第２８条 本規則は、総会において出席者の過半数の賛同があれば改正することができる。 

 

 雑則 

第１条 細則を設けることができ改廃は運営委員会において行なう。 

第２条 本規約の規定および細則を制定又は改廃した場合は、その結果を次期総会に報告するものとする。 

第３条 文書の保存は原則５年とする。それ以降は、データでの保管とする。 

 

 付則    本規約は、令和３年6月1日より実施する。 

令和4年4月６日一部改正。 

令和5年4月７日一部改正。 

令和６年４月５日一部改正。 
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合志市立合志楓の森小学校ＰＴＡ規則細則 

 

□会員および児童に関する弔慰規定 

  第１条 弔意については、次のとおりとする。 

      １ 児童、保護者死亡の場合               香典１万円 

      ２ 教職員死亡の場合                  香典１万円 

      ３ 教職員家族死亡の場合 

 配偶者・同居する両親および子供の場合        香典５千円 

 同居しない両親・子供の場合             香典３千円 

      ４ 弔電及び生花については任意とし、ＰＴＡ執行部の判断とする。 

 

  第２条 ＰＴＡ会員に不慮の災害があるときは、運営委員会において適宜見舞いをなす。 

 

第３条 その他の事柄で、運営委員会が必要と認めた場合は、上記の規定に関わらす実施できるものとする。 

 

  第４条 弔意についてすべて返礼は受けないものとする。 

 

□役員改選 

  第１条 会則第２２条（３）記載の選考委員会は候補者を選考し、その承諾を得て総会に報告し承認を得る。 

 

  第２条 定期総会にて承認を得ると同時にその任期を終了とし解散する。 

 

第３条 地区委員・選考委員に関しては、新6年生の保護者を選考対象とする。 

    また、統合前の委員経験による免除等は引き継がないものとする。 

 

□会  計 

  第１条 ＰＴＡ執行部のＰＴＡ活動における研修会等の参加交通費支給を次の通り定める。 

      １ 合志市内一律５００円とする。（校区内は除く） 

      ２ 合志市外一律１０００円とする。駐車料金・高速料金分は実費相当とする。 

      ３ それ以外については、運営委員会において協議・決定する。 

   

  第２条 ＰＴＡ執行部以外の会員の合志市外への参加交通費支給は第1条の３項に準ずる。 

   

  第３条 役員手当を次の通り定める。 

                  （円） 

      会長      ３０，０００ 

      副会長     ２０，０００ 

      書記      １０，０００ 

      会計      １０，０００ 
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      地区委員長   ２０，０００ 

      地区副委員長  １０，０００ 

      地区委員     ７，０００  １４名 

      選考委員長   １０，０００ 

      選考副委員長   ５，０００ 

      選考委員     ３，０００  ６名 

 

□個人情報に関する規定 

  第１条 「合志楓の森小学校ＰＴＡ個人情報取扱方針」に沿って活動を行う。 

 

  第２条 個人情報データについては、以下の場合を除きＰＴＡ会員本人の同意なく第三者に提供および販売す

ることを禁止する。 

      ・法令に基づく場合 

      ・人の生命、身体または財産の保護のために必要であって、ＰＴＡ会員本人の同意を得ることが困難な

場合 

 

□委 員 会 

  第１条 常置委員会の任務は次の通りとする。 

(１) 地区委員会 

各地区から選出された地区委員をもって組織し、地区における会員相互や自治会との連絡、及び

児童の通学路の安全点検、危険個所の改善活動を行う。 

 

  第２条 特別委員会の任務は次の通りとする。 

(１) 選考委員会 

各地区から選出された選考委員、執行部をもって組織し、第８条記載の役員並びに、第１０条記

載の会計監査を選出する。 

(２) プロジェクトチーム 

楓の森フェスタの企画・実行、6年生想い出づくりイベント等の企画・実行を推進する。 

   

第３条 常置委員会、特別委員会の任期は、1年とする。 

 

第４条 各地区の選出人数は次の通りとする。 

地区名 地区委員 選考委員 

黒石原 12（各町内から2名） ６（各町内から１名） 

陽光台 ２ １ 

御代志、恵楓園等 ２ １ 

 

 付則    本規定は、令和３年6月1日より実施する。 

令和4年4月６日一部改正。 
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令和5年4月７日一部改正。 

令和６年４月5日一部改正。 

令和7年３月２５日一部改正。 
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合志楓の森小ＰＴＡ組織図 

 

J0315325
資料



合志楓の森小学校ＰＴＡ個人情報取扱方針 

 

合志楓の森小学校ＰＴＡ 

 

（関係法令の遵守） 

第１ 本校ＰＴＡは、「個人情報の保護に関する法律」、「熊本県個人情報保護条例」等関係法令を遵守 

し、個人情報の適正な取扱いに努めます。 

（個人情報の内容） 

第２ 本会が保有する個人情報は以下の内容となります。 

   会員の氏名、ふりがな、住所、連絡先（電話番号）、 

   会員の子である児童の名簿番号、氏名、ふりがな、学年、クラス 

（個人情報の利用目的） 

第３ 本会が保有する個人情報はＰＴＡ規則及び細則に掲げる事業を実施するための連絡及び組織運 

営にのみ利用いたします。 

（個人情報の保管および提供） 

第４ ＰＴＡの保有する個人情報はＰＴＡ名簿・ＰＴＡ総会資料等として保管し、必要に応じて会員に 

配布します。ＰＴＡ名簿・ＰＴＡ総会資料等を配布された者はその管理に責任をもつこととしま 

す。また、ＰＴＡ名簿は、次の範囲に限定して配布します。 

(1) ＰＴＡ役員 

(2) 合志楓の森小学校職員 

※ＰＴＡ役員とは、総会資料組織図における運営委員会を構成する役員をさします。 

（地区委員に関しては必要に応じて所属する地区に限定した名簿を配布） 

（個人情報の照会・訂正・削除等） 

第５ 会員の情報を紹介・訂正・削除する場合には会員本人から直接ＰＴＡまで直接ご連絡下さい。 

ご本人と確認できる場合に限り対応いたします。なお、個人情報に訂正、変更等がありましたら、 

できるだけ速やかにご連絡いただきますようお願いします。 

（個人情報の廃棄） 

第６ 本会が保有する個人情報は原則的にＰＴＡ脱会時（児童の卒業時または転退学時等）に全て廃棄 

をいたします。 

（方針の改定等） 

第７ 本取扱方針について運用上改善を要する場合には、改定等の変更を行うことがありますので、 

ご了承ください。 

（窓口） 

第８ 本取扱方針および本会の保有する個人情報（ＰＴＡ会員名簿）について、ご不明な点がございま 

したら、クラス担任までお問合せ下さい。 

 

(付則) 

この方針は令和３年(2021 年)６月１日より施行いたします。 
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